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延滞税・利子税・還付加算金のイメージ(現行)� 

14.6% 
4% 

公定歩合
7.3%7.3% 7.3% 

4.3% 4.3% 4.3% 4.3% 


延滞税�  延滞税 利子税 還付加算金
(2か月以内等)� (納税の描予等による免除)

(注) I特例」は、平成� 12年以降、� I(前年の� 11月� 30日の)公定歩合+4%J (原則) となっている。
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平成� 12年� 1月 年� 14.6%及び7.3%と「公定歩合+4%J 相続・贈与 笈� 7.3%と 0.50% 
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L…ょtrrrrrL-J
平成  10年 12月

政府税制調査会

ニ平成  11年度税制改正の繍課題 

5 利子税等

税の延納等の課長に課 Zされる利子税及び諦納等の擦に課される延滞税については、現殺の金利の状況を勤議還すれ

ば、その割合唱?Ji!.複すべきではないかとの意見がありました。京j子税及び延機税は、期観内に納付した続税者と

の罪悪の魚蝦の公平の犠係、滞納妨ょと等の観点から設けられており、特に年 14.6%の議会の延滞殺は、続税に対す

る誠意が見られない滞賄え警に強く縮付を認すために設けられたものです。加えて、続税者が議ら計算して続付す

るものであることを併せ考えれば、機震の安定性や明薙詮について十分な思惑が必要です。したがって、その負

担水準の晃査しは、基本的には今後の金利水準の動指を見極めた上で、より長嬬的かっ広範な鱗点から判断すべ

きですα しかし、過去に都議~Jもない趨低金jflJの現状を裏書案ずれば、暫定的な措置として、和子税や年 7.3%の割

合の延滞税については、還付加算金との均衡を図りつつ、一定の負担軽減を罷ることが望ましいと考えます。

あわせて、地方税における延滞金等についても、 i弓様の措置を講ずることが望ましいと考えます。 
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菌税通長Ij法の制定!こ関する答申の説明の菰粋� 
;::~: 臨み

昭和�  36年� 7月

政府税制調査会

第6章 附宇野税:&ぴ滋食処分

第� 1節延滞税及ぴ純子税� 

1・4 問題点とその検討� 

1 絵付遅延の場合の耳目i与税額と延滞加算税額の統合� 

(3) 延滞税の線合

{前重苦)本来、延滞税は僚務示履行に対する遅延利息、に見合うぺものであるから、貸付期間中の約定利怠たる市中貸出金利と対比

して考えるべき根拠は、絡別には見出し得ないであろう。ただ、延滞税の割合が後者の市中金利よりも小さいとさをには、� i収納翻j合の低

下を招来しないかとの成れがあるという点で、両者は関連をもっている。(後略)� 

2 徴収猶予等の期間中の利子税

(前略)通常の納付遊詩告の場合には、本来納付すべき期限を経過しているのにもかかわらず納付が行なわれていないのでゐるから、そ

の遅滞に対して延滞税が課されるのである。これに対し、・・・・-延納が許可された場合には、本来紋付すべき期限は経過してといても、..� 

延納が許可されているのであるから、納税者はまだ紋付遅滞の状態にはなってないのである。これを民事の場合になぞらえれば、読者は

緩行遅滞の状態にあたり、したがって諜dれる延滞Z廷は遅延籾怠に総当サるのに対して、後者は契約に定める緩行綴喜告の状態にあたり、

したがってそれに課される利子税は約~;fIJ患に和さきするということもできE ょう。(後絡) 

...... 
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U5LJ民方J|…
(%) 

平成� 24年� 

(8月)

預金金利 普通預金� 0.020 
定期預金新規受入平均金利(総合)� 0.283 

貸出金利 プフイム 短期� 1.475 
レート 長期� 1.25 
貸出約定 短期 圏内銀行� 0.902 
平均金利 都市銀行� 0.436 
(新規) 地方銀行� 1.547 

地方銀行 11 1.956 
信用金庫� 2.461 

長期 圏内銀行� 0.989 
都市銀行� 1.088 
地方銀行� 1.186 
地方銀行� H 1.515 

信用金庫� 1.884 
住宅ローン 変動� 2.475 

固定� (10年)(※) 3.55 
カードローン(※)� 4.0-14.5 
公定歩合(基準割引率および基準貸付利率)� 0.30 
無担保コールレート・オーバーナイト� 0.093 
長期国債� (10年)新発債流通利回� 0.795 

【参考】

平成� 11年� (1999年)� 

0.05 
0.221 
1.375 
2.200 

1.683 

1.546 
2.062 
2.338 
2.719 
2.038 
1.929 
2.354 
2.795 
2.774 
2.375 
3.20 (住)

不明� 

0.50 
0.05 
1.645 

【出典】日本銀行「金融経済統計月報J(※は三井住友銀行HPより抜粋)

(注)平成 13年� 4月の金利(平成� 13年3月以前は不明)
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| 民間ゐ遅延措害金の例�  | 


貸付金擦の種類 年 率

銀行A 14% 

賃金業者B 20% 

クレジット難者G

-襲戴販売:6% 

-一語払等:1ι6% 

-金銭浪費貸鵠:20% 

〔参考〕

法律

務室費者興約法� 

利息鵠際株、貸金業法、出資語

(いずれも業として金銭貸付を行う場合) 

よ張利率

14.6% 

20% 
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延滞金等の割合を規定している法令の例 (約70法令)

アルコーJレ事業法
石綿による健康被害の救済に関する法律

海岸法
外航船舶建造融資利子補給臨時措置法

介護保険法

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律

河川法
関税法

矯正医官修学資金貸与法

銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律
金属鉱業等鉱害対策特別措置法

金融商品取引法

健康保険法
原子力損害賠償支援機構法

建設業法施行規則

公害健康被害の補償等に関する法律
公害防止事業費事業者負担法
鉱業法

公衆衛生修学資金貸与法
厚生年金保険法

公認会計士法

高齢者の医療の確保に関する法律
港湾法

国民生活安定緊急措置法
国民年金法

国有林野の管理経営に関する法律施行規則
国家公務員共済組合法

自衛隊法施行令

地すべり等防止法

自然環境保全法

自然公園法

下請代金支払遅延等防止法第四条のこの規定による遅延利息の率を定める規則

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

児童扶養手当法

社会福祉施設職員等退職手当共済法
社債、株式等の振替に関する法律

障害者の雇用の促進等に関する法律� 

ff宇1証j書舎筈の割合は‘各個別法に干れヂれ想京世れている内� 

(%) 

14.5 
14.6 
14.5 
14.5 
14.5 
14.5 
14.5 
14.6 
14.5 
14.5 
14.5 
14.5 
14.6 
14.5 
14.6 
14.5 
14.5 
14.5 
14.5 
14.6 
14.5 
14.5 
14.5 
14.5 
14.6 
14. 6 
14. 6 
14.5 
14.5 
14.5 

14.5 

14.6 

14.5 

14.6 
14. 6 
14.5 
14.5 

(平成24年9月現在)� 

(%) 

小規模企業共済法� 14.6 
消費者契約法� 14.6 
商品先物取引法� 14.5 
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令� 14.6 
私立学校教職員共済法� 14.6 
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律� 14.5 
清酒製造業等の安定に関する特別措置法� 14.5 
政党助成法� 14.6 
石油コンビナート等災害防止法� 14.5 
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律� 14.5 
船員保険法� 14.6 
地方公務員等共済組合法� 14.6 
地方税法� 14.6 
中小企業退職金共済法� 14.6 
中小企業倒産防止共済法� 14.6 
賃金の支払の確保等に関する法律� 14.6 
津波防災地域づくりに関する法律� 14.5 
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法� 14.5 
電波法� 14.5 
道路交通法� 14.5 
道路法� 14. 5 
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律� 14.5 
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律� 14.6 
特定多目的ダム法� 14. 5 
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律� 14.5 
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法� 14. 5 
独立行政法人農業者年金基金法� 14. 6 
独立行政法人水資源機構法� 14. 5 
都市計画法� 14. 5 
都市再開発法� 14. 5 

土地改良法� 14.5 

農水産業協同組合貯金保険法� 14.5 

排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠� 14.5 
点施設の整備等に関する法律

保険業法� 14. 5 
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律� 14. 5 
預金保険法� 14. 5 
労働保険の保険料の徴収等に関する法律� 14. 6 
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延滞金の較減措置〈公定歩合十 4%)そそ講とている探険料時
弘知~ð"&;.x:海損 ~ 民説益金説話 制

軽減措置に係る根拠法令軽減措置(公定歩合+4%)を講じている保険料等(注) 左記の軽減措置が講じられる期間

船員保険法附員IJ第� 10条

健康保険の保険料
納期限の翌日から 3月を経過す

健康保険法附則第9条

船員保険の保険料
る日までの期間� 

羽85第1]私立学校教職員共済法附貝i共関済税業(※務)閣る費用に係る掛金�  
納期限の翌日から� 2月を経過す 関税法附貝'J第3項

る日までの期間

4条の17第11淳主主義手金保検法総長持軍主主若手金保険の保険料及び厚生年金援金のき終会警察
 

〈余幾年金基金の接金等、石炭拡幾重手会議余(1)j善会〉
 ※確定給付企業年金法、石炭鉱幾年金議金法毒事

において準湾


段本郵政共済組合iこ払い込むべき鋳金及び負担金
 額縁公務員共済組合法締約第� 20条の9第5項


箆渓年金の保険料及び冨畏年金義金の掛金
 納織限の翌� aから� 3月を経過す 国民年金法術部第9条の2のお


地方窃体関係団体が納付すべき掛金及び負担金
 る日までの期間
地労方働公保務険員の等保共検済料組の合徴法収剤書剥第� 34条の2

労働傑検料 等に関する法律附良，IJ第� 

12条

※石綿による健康被害の救済に関9"� Q法徐にお

いて請書用


独占3禁止法違反行為に係る課徴金(※}
 課徴金に係る納付命令について審判簿求 私的独占の禁止及び公正取引の確保に隠する法律

がされた場合における、当該審判緒*1こ対 路行令附則第� 32条


する審決書のE警本の送達の際までの;線開


凝議長老年金の保験料
 綿織踏襲の翌5から� 3月号を経過9" 独主主行政法人農業者年金基金法隊長IJ~際 3粂の 2

~までの議題13 9 

(著書場〉 箆税{※) 納期線の翌Bヵ、ら 2月を経過9" 殺税特別措護霊法第� 98条~第� 95条、第� 97粂の2

るE1~までの織局

納期限の翌5から� 1月を経過す 地方税法鮒刻第3条の2 

913まて?の期間

地方税(楽}

8 ，)，により措置されたもの(※を除<)J号36年徐容害調~21を士会保倹の保験料等に係る延滞金を軽減するための民事役年金保険法懇の一部を改正する法体(平成r(訟)


